
農業ヘルパー制度とは？ 

収穫・出荷のピークを迎える繁忙期だけの短期

間勤務や，早朝～昼まで，もしくは１日４～５

時間の時短勤務，週３日勤務など，自分のライ

フスタイルに合わせた働き方も可能です。   

        ※雇用主と相談のうえ決定となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

人手不足に悩む農業者と，農作業に従事したい方（農業ヘルパー）が相互に登録をし，

雇用契約を結ぶことで，雇用機会の拡大と労働力不足の解消につながる制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

農業ヘルパーの詳細については、農政課までお気軽にお問い合わせください。 

 常総市役所 農政課 振興係  0297-23-2111（内線 2320） 

http://www.city.joso.lg.jp  

例えば 

常総市  農業ヘルパー 検索 


